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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　識別情報が設定されたレンズ装置を着脱可能な撮像装置と、当該撮像装置と通信接続し
てレンズ装置の補正情報を前記撮像装置に登録するための登録装置とを有する情報登録シ
ステムにおいて、
　前記登録装置は、
　レンズ装置の機種を特定する情報と、対応する補正情報とを含むレンズ情報を、識別情
報により参照可能に記憶するレンズ情報記憶手段と、
　前記撮像装置に装着されているレンズ装置に設定された識別情報を前記撮像装置から取
得する取得手段と、
　前記レンズ情報記憶手段に前記レンズ情報が記憶されているレンズ装置の機種の一覧を
、前記取得手段により取得した識別情報に対応したレンズ装置の機種を他のレンズ装置の
機種と識別可能に表示する確認画面を表示する表示手段と、
　前記確認画面を介して、前記撮像装置へ前記補正情報を登録するレンズ装置の機種の指
定をユーザから受け付ける操作手段と、
　前記操作手段により指定を受け付けたレンズ装置の補正情報及び識別情報を含む登録情
報を、前記レンズ情報記憶手段から前記撮像装置へ送信する送信手段と、
　を備え、
　前記撮像装置は、
　レンズ装置の補正情報を記憶する補正情報記憶手段と、
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　前記登録装置からの要求に応じて、装着されているレンズ装置に設定された識別情報を
前記登録装置へ返信する返信手段と、
　前記登録装置から送信された前記登録情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された前記登録情報に基づいて、前記補正情報記憶手段の記憶
内容を更新する更新手段と、
　を備えることを特徴とする情報登録システム。
【請求項２】
　前記表示手段は、前記撮像装置へ前記補正情報を登録するレンズ装置の機種として、前
記取得手段により取得した識別情報に対応したレンズ装置の機種が指定された前記確認画
面を表示することを特徴とする請求項１に記載の情報登録システム。
【請求項３】
　前記操作手段は、前記確認画面を介して、前記撮像装置に装着されているレンズ装置と
異なる機種のレンズ装置の機種の指定を受け付けることを特徴とする請求項１又は２に記
載の情報登録システム。
【請求項４】
　前記返信手段は、前記装着されているレンズ装置の識別情報に加え、前記補正情報記憶
手段に前記補正情報が記憶されているレンズ装置の識別情報も前記登録装置へ返信し、
　前記表示手段は、前記確認画面において、前記補正情報記憶手段に記憶されているレン
ズ装置の機種を他のレンズ装置の機種と識別可能に表示することを特徴とする請求項１乃
至３のいずれか一項に記載の情報登録システム。
【請求項５】
　前記補正情報記憶手段は、複数の識別情報で同一の補正情報を参照するための参照先情
報を更に記憶し、
　前記送信手段は、前記指定されたレンズ装置のうち、機種が同一で識別情報が異なるも
のについては、１つの登録情報にのみ補正情報を含め、他の登録情報については、前記１
つの登録情報を参照するための参照先情報を補正情報に代えて含めた登録情報を前記撮像
装置へ送信することを特徴とする請求項４に記載の情報登録システム。
【請求項６】
　前記登録装置は、
　前記補正情報記憶手段に記憶されているレンズ装置の機種の数と前記確認画面を介して
指定を受け付けたレンズ装置の機種の数の合計と、予め設定された前記撮像装置の登録可
能数と、を比較して、前記撮像装置への前記指定を受け付けたレンズ装置の補正情報の登
録が可能か否かを判定する判定手段を更に備え、
　前記表示手段は、前記確認画面において、前記判定手段により登録できないと判定され
た場合に警告表示を行うことを特徴とする請求項４又は５に記載の情報登録システム。
【請求項７】
　前記撮像装置は、
　前記撮像装置に装着されるレンズ装置が交換された際に、交換後のレンズ装置に設定さ
れた識別情報を前記登録装置へ通知する交換通知手段を更に備え、
　前記表示手段は、前記確認画面の表示中に前記交換通知手段により識別情報が通知され
た場合、当該通知された識別情報に対応した前記交換後のレンズ装置の機種を他のレンズ
装置の機種と識別可能なように前記確認画面を更新することを特徴とする請求項１乃至６
のいずれか一項に記載の情報登録システム。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記指定を受け付けたレンズ装置として、前記交換後のレンズ装置の
機種が選択された前記確認画面を表示することを特徴とする請求項７に記載の情報登録シ
ステム。
【請求項９】
　前記表示手段は、前記交換通知手段により識別情報が通知された際に、前記交換前のレ
ンズ装置の機種が前記確認画面で指定されていた場合、前記交換前のレンズ装置の機種に
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加えて、前記交換後のレンズ装置の機種が選択された前記確認画面を表示することを特徴
とする請求項７に記載の情報登録システム。
【請求項１０】
　識別情報が設定されたレンズ装置を着脱可能とし、レンズ装置の補正情報を記憶する補
正情報記憶手段を有する撮像装置と、操作手段、表示手段、及びレンズ装置の機種を特定
する情報と、対応する補正情報とを含むレンズ情報を、識別情報により参照可能に記憶す
るレンズ情報記憶手段を有し、前記撮像装置と通信接続してレンズ装置の補正情報を前記
撮像装置に登録するための登録装置と、による情報登録方法であって、
　前記撮像装置に装着されているレンズ装置に設定された識別情報を前記撮像装置から前
記登録装置が取得する取得工程と、
　前記レンズ情報記憶手段に前記レンズ情報が記憶されているレンズ装置の機種の一覧を
、前記取得工程により取得した識別情報に対応したレンズ装置の機種を他のレンズ装置の
機種と識別可能に表示する確認画面を、前記登録装置が前記表示手段に表示する表示工程
と、
　前記確認画面を介して、前記撮像装置へ前記補正情報を登録するレンズ装置の機種の指
定を、前記登録装置が前記操作手段によりユーザから受け付ける操作工程と、
　前記操作工程により指定を受け付けたレンズ装置の補正情報及び識別情報を含む登録情
報を、前記登録装置が前記レンズ情報記憶手段から前記撮像装置へ送信する送信工程と、
　前記登録装置から送信された前記登録情報を前記撮像装置が受信する受信工程と、
　前記受信工程により受信された前記登録情報に基づいて、前記撮像装置が前記補正情報
記憶手段の記憶内容を更新する更新工程と、
　を含むことを特徴とする情報登録方法。
【請求項１１】
　識別情報が設定されたレンズ装置を着脱可能な撮像装置と通信接続してレンズ装置の補
正情報を前記撮像装置に登録するための登録装置であって、
　レンズ装置の機種を特定する情報と、対応する補正情報とを含むレンズ情報を、識別情
報により参照可能に記憶するレンズ情報記憶手段と、
　前記撮像装置に装着されているレンズ装置に設定された識別情報を前記撮像装置から取
得する取得手段と、
　前記レンズ情報記憶手段に前記レンズ情報が記憶されているレンズ装置の機種の一覧を
、前記取得手段により取得した識別情報に対応したレンズ装置の機種を他のレンズ装置の
機種と識別可能に表示する確認画面を表示する表示手段と、
　前記確認画面を介して、前記撮像装置へ前記補正情報を登録するレンズ装置の機種の指
定をユーザから受け付ける操作手段と、
　前記操作手段により指定を受け付けたレンズ装置の補正情報及び識別情報を含む登録情
報を、前記レンズ情報記憶手段から前記撮像装置へ送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする登録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着脱可能なレンズ装置の補正情報を撮像装置に登録するための情報登録シス
テム、情報登録方法、登録装置及び撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、レンズ装置を着脱可能なデジタルスチルカメラ等の撮像装置においては、レンズ
装置の補正情報をメモリに記憶しており、装着したレンズ装置に応じた補正情報をメモリ
から読み出して撮像画像を補正するものがある。この撮像装置では、装着して使用するレ
ンズ装置の補正情報を予めメモリに記憶しておく必要がある。
【０００３】
　特許文献１には、カメラ本体に装着されるレンズ装置からそのレンズ装置を識別する固
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有情報を取得し、取得した固有情報に対応したレンズの光学特性情報をコンピュータネッ
トワークを介して取得してメモリに記憶する撮像装置に関する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００６－２６７７７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術では、撮像装置に装着したレンズ装置の固有情報からレン
ズ情報を自動的に選んで撮像装置のメモリに記憶してしまう。従って、登録装置から撮像
装置に登録可能な数あるレンズ装置の一覧からどのレンズ装置の補正情報が撮像装置のメ
モリに記憶されるかをユーザが視覚的に確認できなかった。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の課題を解決することを目的としてなされたものである
。本発明の目的は、レンズ装置の補正情報を撮像装置に登録する際に、登録装置から撮像
装置に登録可能なレンズ装置の一覧の中からどのレンズ装置の補正情報が登録されるかを
ユーザが視覚的に確認可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的は、識別情報が設定されたレンズ装置を着脱可能な撮像装置と、当該撮像装置
と通信接続してレンズ装置の補正情報を前記撮像装置に登録するための登録装置とを有す
る情報登録システムにおいて、前記登録装置は、レンズ装置の機種を特定する情報と、対
応する補正情報とを含むレンズ情報を、識別情報により参照可能に記憶するレンズ情報記
憶手段と、前記撮像装置に装着されているレンズ装置に設定された識別情報を前記撮像装
置から取得する取得手段と、前記レンズ情報記憶手段に前記レンズ情報が記憶されている
レンズ装置の機種の一覧を、前記取得手段により取得した識別情報に対応したレンズ装置
の機種を他のレンズ装置の機種と識別可能に表示する確認画面を表示する表示手段と、前
記確認画面を介して、前記撮像装置へ前記補正情報を登録するレンズ装置の機種の指定を
ユーザから受け付ける操作手段と、前記操作手段により指定を受け付けたレンズ装置の補
正情報及び識別情報を含む登録情報を、前記レンズ情報記憶手段から前記撮像装置へ送信
する送信手段と、を備え、前記撮像装置は、レンズ装置の補正情報を記憶する補正情報記
憶手段と、前記登録装置からの要求に応じて、装着されているレンズ装置に設定された識
別情報を前記登録装置へ返信する返信手段と、前記登録装置から送信された前記登録情報
を受信する受信手段と、前記受信手段により受信された前記登録情報に基づいて、前記補
正情報記憶手段の記憶内容を更新する更新手段と、を備えることを特徴とする本発明によ
る情報登録システムによって達成される。
【０００７】
　また、上記目的は、識別情報が設定されたレンズ装置を着脱可能とし、レンズ装置の補
正情報を記憶する補正情報記憶手段を有する撮像装置と、操作手段、表示手段、及びレン
ズ装置の機種を特定する情報と、対応する補正情報とを含むレンズ情報を、識別情報によ
り参照可能に記憶するレンズ情報記憶手段を有し、前記撮像装置と通信接続してレンズ装
置の補正情報を前記撮像装置に登録するための登録装置と、による情報登録方法であって
、前記撮像装置に装着されているレンズ装置に設定された識別情報を前記撮像装置から前
記登録装置が取得する取得工程と、前記レンズ情報記憶手段に前記レンズ情報が記憶され
ているレンズ装置の機種の一覧を、前記取得工程により取得した識別情報に対応したレン
ズ装置の機種を他のレンズ装置の機種と識別可能に表示する確認画面を、前記登録装置が
前記表示手段に表示する表示工程と、前記確認画面を介して、前記撮像装置へ前記補正情
報を登録するレンズ装置の機種の指定を、前記登録装置が前記操作手段によりユーザから
受け付ける操作工程と、前記操作工程により指定を受け付けたレンズ装置の補正情報及び
識別情報を含む登録情報を、前記登録装置が前記レンズ情報記憶手段から前記撮像装置へ
送信する送信工程と、前記登録装置から送信された前記登録情報を前記撮像装置が受信す
る受信工程と、前記受信工程により受信された前記登録情報に基づいて、前記撮像装置が
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前記補正情報記憶手段の記憶内容を更新する更新工程と、を含むことを特徴とする情報登
録方法によっても達成される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、レンズ装置の補正情報を撮像装置に登録する際に、登録装置から撮像
装置に登録可能なレンズ装置の一覧の中からどのレンズ装置の補正情報が登録されるかを
ユーザが視覚的に確認可能とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、この発明の実施の形態について図を参照して説明するが、この発明は以下の実施
の形態に限定されない。また、この発明の実施の形態は発明の最も好ましい形態を示すも
のであり、発明の範囲を限定するものではない。
【００１０】
［第１実施形態］
　図１は本発明の第１実施形態に係る撮像装置３０１の構成を示すブロック図である。な
お、以下に説明する撮像装置３０１は、いわゆるデジタルスチルカメラ（以下、デジタル
カメラ）である。
【００１１】
　撮像装置３０１は、撮像部１０、データ処理部２０、出力画像メモリ３０、データイン
ターフェース部３１、画像表示部３２、ユーザインターフェース部３３、中央制御部３４
を備える。撮像部１０は、レンズ装置１１、撮像素子１２を有する。データ処理部２０は
、ＡＧＣ・Ａ／Ｄ変換部２１、画像データ変換部２２、画像劣化補正処理部２３、画像処
理部２４、圧縮処理部２５を有する。
【００１２】
　上記構成を詳述すると、中央制御部３４は、ＣＰＵ３４ａ（Central Processing Unit
）、内蔵メモリ３４ｂを有する。ＣＰＵ３４ａは、撮像装置３０１の全体の管理、処理命
令を行う機能を有する。図中、点線の矢印は処理の流れを、実線の矢印は画像データの流
れを示す。
【００１３】
　撮像部１０は、レンズ装置１１により被写体を撮像素子１２の受光面上に投影して被写
体を撮像する部位である。具体的には、撮像部１０は、撮像装置３０１のシャッタ（図示
せず）が押された際と、画像表示部３２がファインダとして使用される際に、ＣＰＵ３４
ａの命令を介して上述した被写体の撮像を行う。
【００１４】
　ここで、レンズ装置１１は、被写体を結像するための撮像光学系１１ａと、レンズ装置
１１の種別や個体を識別可能とするためのユニークな識別情報が設定されたメモリ１１ｂ
を有する。レンズ装置１１は、撮像光学系１１ａのズーム、ピント位置、絞りを駆動する
機構（図示せず）を有しており、撮影時のズームステート、ピント位置、絞り径の値がＣ
ＰＵ３４ａを介して検知可能な機能を有している。また、メモリ１１ｂに記憶された識別
情報は、レンズ装置１１と撮像装置３０１とを電気的に接続する接点（図示せず）を介し
て中央制御部３４から読出可能である。また、このレンズ装置１１は撮像装置３０１に着
脱可能となっており、撮像装置３０１には複数のレンズ装置１１が装着可能である。また
、レンズ装置１１の周辺減光や歪曲収差、倍率色収差や軸上色収差等の光学特性補正デー
タ（補正情報）は、補正情報記憶手段としての内蔵メモリ３４ｂに格納されている。
【００１５】
　撮像素子１２は、受光面上に結像された像による光信号を、位置対応する受光画素ごと
に電気信号に変換する単一の光電変換素子である。また、撮像素子１２は、その受光部の
画素に図２に示す市松模様の配列で配置されたＲ（赤色）、Ｇ（緑色）、Ｂ（青色）の各
フィルタにより色分解を行う機能を有している。撮影時の撮像素子の露光時間や被写体像
取得のタイミングは、ＣＰＵ３４ａによって制御され、電気信号として取得された像のデ
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ータは、ＣＰＵ３４ａの指示によりデータ処理部２０に転送される。
【００１６】
　データ処理部２０に転送された画像信号は、先ず、ＡＧＣ・Ａ／Ｄ変換部２１に転送さ
れる。転送された画像信号は、ＡＧＣ（Automatic Gain Control：自動利得制御）により
増幅、強度補正され、Ａ／Ｄ変換部によりデジタルデータに変換され、画像データ変換部
２２に転送される。更に、転送されたデジタルデータは、画像データ変換部２２によりデ
ジタル画像（階調）データに変換される。
【００１７】
　画像データ変換部２２により変換されたデジタル画像データは、画像劣化補正処理部２
３による画像補正処理を経て或いは補正処理を経ないで、画像処理部２４に転送される。
この処理の分岐は、カメラの設定が補正をかける設定になっているか補正をかけない設定
になっているか、また撮影するときに用いた光学系の補正データがあるのか、または補正
データがないのかという条件により発生する。
【００１８】
　画像劣化補正処理部２３は、レンズ装置１１により撮像された撮像画像の画像劣化を補
正する。ＣＰＵ３４ａの指示により画像劣化補正処理部２３に転送された画像データは、
内蔵メモリ３４ｂに格納されたレンズ装置１１の光学特性補正データに基づき、レンズ装
置１１のそれぞれ上述の光学特性に起因する画像劣化が補正される。具体的には、光学特
性補正データにより、周辺減光特性、倍率色収差特性、軸上色収差特性、歪曲収差特性等
が補正される。この場合、画像劣化補正処理部２３による画像劣化補正処理に用いるデー
タは、レンズ設計値、レンズ収差データ、レンズ収差補正パラメータ等、補正に有効なデ
ータであれば何でもよい。
【００１９】
　一方、画像処理部２４は、表色系変換処理や輝度色分離等の、複数の表色系のデータに
基づき、画像変換処理を行う。一般的には、これらの画像変換処理は、任意の画素位置に
対し、各表色系で被写体結像位置が一致していることを前提に処理を行う。各光学特性の
補正方法には様々な手法があるが、どのような手段で補正を行っても良い。
【００２０】
　画像劣化補正がなされた画像データは、画像処理部２４に転送され、輝度色分離処理、
ホワイトバランス調整、グレイバランス調整、濃度調整、カラーバランス調整、エッジ強
調等の各種の画像処理が施される。
【００２１】
　画像処理部２４によって画像処理がなされた画像データは、圧縮処理部２５に転送され
、所定の画像圧縮処理方法により圧縮される。圧縮方法は、JPEG（Joint Photographic E
xpert Group）、TIFF（Tag Image File Format）、JPEG2000等のような、画像データが圧
縮できる手法であればいかなる手法でもよい。圧縮された画像データは、出力画像データ
として出力画像メモリ３０に転送され格納される。
【００２２】
　出力画像データを格納する出力画像メモリ３０は、デジタルスチルカメラに着脱可能な
記録媒体であり、この記録媒体を介して他の情報端末機器への出力画像の直接的な転送が
可能となる。また、出力画像メモリ３０は、書き換え可能なメモリであり、例えばコンパ
クトフラッシュ（登録商標）、スマートメディア、メモリスティック、PCカード、ATAカ
ード等のカード状メモリなどがある。また、出力画像メモリ３０は、MOディスク、フロッ
ピー（登録商標）ディスク、ZIP、CD-R、CD-RW、DVD-ROM等の汎用メモリ等であってよく
、どのような形態をとるものでもよい。
【００２３】
　データインターフェース部３１は、有線又は無線により他の情報端末機器と互いに通信
可能に接続するためのインターフェースである。具体的には、データインターフェース部
３１は、中央制御部３４の制御の下、ＵＳＢ通信、ＬＡＮ、インターネットなどを介した
データ通信を行う。例えば、データインターフェース部３１は、出力画像メモリ３０に蓄
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えられた画像データを有線伝送もしくは無線伝送により他の情報端末機器に転送可能であ
る。
【００２４】
　画像表示部３２は、例えば液晶ディスプレイから構成されており、出力画像メモリ３０
に記録された画像データやカメラの撮影設定等を表示することができる。またファインダ
として被写体像を表示することも可能である。画像表示部３２の画像表示機能は、ユーザ
インターフェース部３３を介してON/OFFや表示情報の切り替えが可能である。
【００２５】
　次に、第１実施形態に係る登録装置の動作について前述した撮像装置との連携を示しな
がら説明する。図３は、レンズ情報登録システム１の概要を示す概念図である。図３に示
すように、レンズ情報登録システム１において、撮像装置３０１は前述した光学補正機能
を有するデジタルカメラを示すものであり、複数のレンズ装置１１が装着可能であるもの
とする。
【００２６】
　一方、登録装置３０２は、いわゆるパーソナルコンピュータなどの情報機器であり、撮
像装置３０１と通信することが出来るアプリケーションプログラムがインストールされて
いるものとする。また、登録装置３０２には、前述した光学特性補正データの補正値が各
種レンズ装置ごとに記録されているものとする。
【００２７】
　一般的に登録装置３０２には記録容量が十分にあるので、ここに記録される補正値は撮
像装置３０１に対応するレンズ装置１１の全ての補正値が記録されているものとする。登
録装置３０２に前述の光学特性補正データを記録する手段は、例えばインターネットに接
続してダウンロードをしても良いし、外部記録メディアから直接パーソナルコンピュータ
に記録させても良い。
【００２８】
　撮像装置３０１は光学特性補正データを取得する為に、例えば図１中のデータインター
フェース部３１からＵＳＢケーブル３０３を介して登録装置３０２内に記録された光学特
性補正データの中から必要なものを図１中の中央制御部３４に記録することができる。
【００２９】
　図４は光学特性補正データを記録した記録媒体の記録内容の構成例を示す図である。光
学特性補正データについて、撮像装置３０１内の中央制御部３４に記録する構造と、登録
装置３０２内に記録する構造は共通で良い。記録媒体のデータ構成は大きく分けて、光学
特性補正テーブル全体の領域８０１、各レンズのレンズデータ領域８０２、８０３のよう
に配置され、以降補正を対応するレンズの本数分繋がっていく。
【００３０】
　領域８０１中の光学補正テーブルヘッダ情報８０４に記録する情報としては、例えば光
学補正テーブルが対応しているレンズの本数や、レンズ一本あたりの補正データのデータ
量、各光学補正データの補正データ量等を記録しておくと良い。
【００３１】
　各レンズデータのヘッダ情報８０５にはレンズＩＤ（識別情報）やレンズ名称等の各レ
ンズ装置に固有であり機種を特定する情報、そのレンズのTele端やWide端の焦点距離や最
短撮影距離や開放絞り値等などを参照可能に記録しておく。この情報を使ってレンズ装置
を特定したり、補正演算を行う際のパラメータとして演算に用いる。また、ヘッダ情報８
０５のレンズＩＤを参照して、レンズ装置から読み出したレンズＩＤと一致するデータを
読み出すことで、そのレンズ装置に対応する光学特性補正データの読み出しを行うことが
可能となっている。すなわち、記録媒体では、レンズ名称等のレンズ装置の機種を特定す
る情報や対応する補正情報を含むレンズ情報がレンズＩＤにより参照可能に記憶されてい
る。
【００３２】
　各レンズのレンズデータ領域には、対応する光学補正の補正値が記録されている。例え
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ば周辺光量補正データ８０６としては、各ズーム位置、フォーカス位置、絞り位置におい
て、光軸中心からの距離においてどの程度光量が落ちているかを示すデータが記録されて
いる。また、歪曲収差補正データ８０７としては、各ズーム位置、フォーカス位置、絞り
位置において、光軸中心からの距離においてどの程度、理想像高に対して実際に歪んでい
るかを示すデータが記録されている。倍率色収差補正データ８０８としては、同様に各ズ
ーム位置、フォーカス位置、絞り位置において、光軸中心からの距離においてどの程度Ｒ
、Ｂ成分の結像位置がＧ成分とずれているかといったような補正値が記録されている。当
然補正する光学特性や、データの内容はこの限りではない。
【００３３】
　ここで、登録装置３０２の構成について図５を参照して説明する。図５に示すように、
登録装置３０２は、制御部４０１、ＲＡＭ４０２、記憶部４０３、表示部４０４、操作部
４０５、Ｉ／Ｆ部４０６を備える。
【００３４】
　制御部４０１は、ＣＰＵなどで構成され、登録装置３０２の各部の動作を中央制御する
。具体的には、制御部４０１は、記憶部４０３に記憶されたプログラムデータ４０３ａを
ＲＡＭ４０２（Random Access Memory）に展開して順次実行することで、各部の動作を制
御する。
【００３５】
　レンズ情報記憶手段としての記憶部４０３は、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＨＤＤ（
Hard Disk Drive）などであり、プログラムデータ４０３ａ、光学補正データ４０３ｂを
記憶する。また、記憶部４０３は、接続コネクタ（図示せず）により記録媒体４０７を着
脱可能であり、記録媒体４０７に記憶されたデータの読み出しや記録媒体４０７へのデー
タの書き込みなどを行う。例えば、プログラムデータ４０３ａ、光学補正データ４０３ｂ
などは、記録媒体４０７から読み出されて記憶部４０３に記憶されてもよい。プログラム
データ４０３ａは前述したアプリケーションプログラムなどであり、光学補正データ４０
３ｂは、前述した光学特性補正データを記録した記録媒体から読み出して記憶部４０３に
格納したデータである。
【００３６】
　表示部４０４は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などの表示装置であり、制
御部４０１の制御の下で画面表示を行う。具体的には、表示部４０４は、後述するＵＩ（
User Interface）に関する画面表示を行う。操作部４０５は、例えばキーボードやポイン
ティングデバイスなどであり、ユーザからの操作入力を受け付けて制御部４０１へ出力す
る。具体的には、操作部４０５は、補正情報を登録するレンズ装置の機種の指定による登
録指示など、ＵＩにおけるユーザからの操作指示を受け付ける。
【００３７】
　Ｉ／Ｆ部４０６は、制御部４０１の制御の下、無線又は有線により外部機器と通信可能
に接続するインターフェースである。具体的には、Ｉ／Ｆ部４０６は、ＵＳＢケーブル３
０３を介して接続する撮像装置３０１との間でＵＳＢ通信を行う。また、Ｉ／Ｆ部４０６
は、インターネットやＬＡＮ（Local Area Network）などの通信ネットワーク３０５を介
して接続する外部機器３０６との間で、所定の通信プロトコルに従ったデータ通信を行う
。例えば、通信ネットワーク３０５を介した外部機器３０６とのデータ通信としては、前
述した光学特性補正データをインターネットを介してダウンロードする場合などがある。
【００３８】
　次に、レンズ情報登録システム１における撮像装置３０１と、登録装置３０２との動作
について図６、７、８、９を参照して説明する。図６は撮像装置３０１と登録装置３０２
との動作を示したラダーチャートである。図７、８は、前述したアプリケーションプログ
ラムにより表示部４０４に表示されるＵＩの画面例であり、図９は登録装置３０２での処
理の流れを表したフローチャートである。
【００３９】
　図６に示すように、登録装置３０２では、撮像装置３０１との通信接続が確認されると
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、制御部４０１の制御の下でアプリケーションプログラムを起動して、ＵＩを表示部４０
４に表示する。この起動時に表示部４０４に表示されるＵＩは、メインメニューの選択に
関するＵＩであり、図７に示すような領域５０１、５０２、５０３を有する。
【００４０】
　領域５０１には接続されているデジタルカメラのアプリからは変更できない設定が表示
されている。具体的にドライブモード（単射、連射）、撮影モード（マニュアル、絞り優
先、シャッター秒時優先　等）や電池の残量や撮影可能枚数などがある。領域５０２には
アプリケーションから変更可能なデジタルカメラ３０１の設定が表示される。具体的には
ホワイトバランスモードやＩＳＯ感度、記録画質や測光モード等が挙げられる。領域５０
３には撮影系のメニューが表示され、主に画像に関わる設定ができるようになっている。
例えば、「風景モード」「ポートレートモード」のように、特定の被写体に特化した色・
輝度を出力するモードの選択や、領域５０２で設定したホワイトバランスに対して微調整
を行うＷＢ補正が設定できる。本件に関わる光学特性補正データの登録もこの領域５０３
から可能となる。なお、このＵＩの画面配置は上述した説明に限るものではない。
【００４１】
　ここから、ユーザが所有する登録装置３０２に所望するレンズ装置の光学特性補正デー
タを登録する場合の処理について、主に図６、図８、図９を参照して説明する。図９に示
すように、登録装置３０２の制御部４０１は、ユーザが領域５０３の「光学補正」釦をク
リックしたことで、光学特性補正データを撮像装置３０１に登録するための処理を開始す
る（Ｓ７０１）。
【００４２】
　Ｓ７０１により処理が開始されると、制御部４０１は、撮像装置３０１との通信チェッ
クを行う（Ｓ７０２）。Ｓ７０２におけるチェックでは、登録装置３０２側から接続先の
撮像装置３０１に対して、現在装着されているレンズ装置１１の識別情報と、撮像装置３
０１内の中央制御部３４に予め登録されている光学特性補正データを要求する（Ｓ４０１
）。要求を受けた撮像装置３０１は、現在装着しているレンズ装置の識別情報（例えば、
名称やレンズＩＤ）と中央制御部３４に登録済みの光学特性補正データを登録装置３０２
へ送信する（Ｓ４０２）。
【００４３】
　従って、登録装置３０２では、Ｓ４０１、Ｓ４０２の処理により、撮像装置３０１に装
着された登録すべきレンズ装置１１の識別情報を取得する。Ｓ４０２において送信する情
報は、図８で示した構造全体を送信しても良いし、登録されているレンズ装置の識別情報
のみを抜き出して送信しても良い。すなわち、Ｓ４０２では、中央制御部３４が予め記憶
する光学特性補正データで登録されているレンズ装置の識別情報が返信される。
【００４４】
　上述した通信チェックが終了すると、制御部４０１は、撮像装置３０１から返信された
情報を取得し（Ｓ７０３）、レンズ登録を行う際のＵＩを、登録すべきデータの送信に先
立って表示部４０４に表示するための準備に入る。ＵＩとして表示部４０４に表示される
画面は、登録すべきデータの送信に先立って、データ内容の確認を行うための確認画面で
あり、図８に示すように、領域６０１、領域６０２、釦６０３、釦６０４、ＯＫ釦６０５
を有している。
【００４５】
　領域６０２には登録装置３０２に記録されている光学補正が可能なレンズ装置の名称（
機種）等の一覧が表示される。この一覧表示は、制御部４０１が記憶部４０３に記憶され
た光学補正データ４０３ｂを読み出すことで行われる。また、制御部４０１は、Ｓ４０２
で取得した光学特性補正データが登録済みのレンズ装置に対して、領域６０２内に表示さ
れている各レンズ名称の先頭に付いているチェックボックスにチェックをいれる（Ｓ７０
４）。すなわち、領域６０２には、登録装置３０２に記録されているレンズ装置の一覧が
表示されるとともに、撮像装置３０１に補正情報が記憶されて登録済みであるレンズ装置
が、チェックの有無により他のレンズ装置と識別可能に表示される。従って、領域６０２
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では、光学特性補正データが撮像装置３０１に登録済みであるレンズ装置について既に登
録済みであることをユーザに明示的に知らせることができる。
【００４６】
　一方、制御部４０１は、Ｓ４０２で取得した識別情報に基づいて、登録装置３０２内に
記録されている光学特性補正データの中に、装着されているレンズ装置に関する光学特性
補正データが含まれているか否かを判定する（Ｓ７０５）。すなわち、Ｓ７０５では、撮
像装置３０１に現在装着されているレンズ装置に関する光学特性補正データが登録装置３
０２に記録されているか否かが判定される。
【００４７】
　制御部４０１は、Ｓ７０５において、記録されていると判定した場合、Ｓ４０２で取得
した登録済みの光学特性補正データに基づいて、登録済みのレンズ装置の機種の数の合計
が撮像装置３０１の登録可能数を越えていないかを判定する（Ｓ７０６）。より具体的に
は、制御部４０１は、登録済みのレンズ装置の台数に今回登録すべき台数を加えた台数と
、予めメモリなどに設定されたレンズ装置の登録可能台数とを比較し、前者の台数が後者
の台数を越えていないかを判定する。
【００４８】
　Ｓ７０６において、制御部４０１は、登録済のレンズ装置の台数が登録可能数未満であ
った場合は、前述したとおり領域６０２内に表示されている装着しているレンズ装置の名
称のチェックボックスにチェックをいれる（Ｓ７０７）。すなわち、Ｓ７０７により、登
録装置３０２では、装着中のレンズ装置と、他のレンズ装置とが、チェックボックスにお
けるチェックの有無で識別可能に表示される。このとき、装着しているレンズ装置の光学
特性補正データが登録装置３０２になかった場合や、登録済みのレンズ装置の台数が登録
可能数以上だった場合には、制御部４０１は、表示部４０４にポップアップウインドウ等
による警告表示を行う（Ｓ７０６ａ）。この警告表示により、登録装置３０２は、撮像装
置３０１にこれ以上レンズ装置を登録できないことや、装着しているレンズ装置の光学特
性補正データが存在しないことをユーザに通知することができる。
【００４９】
　上述した処理を完了すると、制御部４０１は、表示部４０４に図８のＵＩを表示する（
Ｓ７０８）。こうすることにより、ユーザはどのレンズ装置が撮像装置３０１に登録され
ていて、どのレンズ装置が未登録であるのか一目で知ることができる。ここでは、例とし
てチェックボックスを挙げたがユーザに通知する手段はこの限りではない。ただし、チェ
ックが入るだけだと、装着されていたレンズ装置と既に登録済みのレンズ装置とが表示上
区別できない。したがって、装着されているレンズ装置をチェックをつける場合は、領域
６０３等に例えば「装着されているＡレンズが追加されました」などと、明示的に表示し
てもよい。表示する手法は特に領域６０３に限らず、例えば領域６０２に表示されている
該当レンズ名称の文字の色を変える等の手法をとっても良い。
【００５０】
　表示部４０４に図８に示すＵＩが表示中であり、現在装着しているレンズ装置１１が交
換されると、交換通知手段としての中央制御部３４の制御の下、撮像装置３０１が登録装
置３０２に新しく装着された交換後のレンズ装置の識別情報を送信する（Ｓ４０３）。こ
の識別情報を取得した登録装置３０２では、新しく装着されたレンズ装置の光学特性補正
データが登録装置３０２上に記録されているかを制御部４０１が判定する。記録されてい
た場合、制御部４０１は、領域６０２上の新しく装着されたレンズ装置の名称のチェック
ボックスにチェックを追加して、ＵＩの表示を更新する。光学特性補正データが記録され
ていない場合、制御部４０１は表示部４０４に警告表示を行っても良い。
【００５１】
　このＵＩの表示の更新時において、前回装着されていた交換前のレンズ装置のチェック
については、外さない方が好ましい。このようにチェックを外さないようにしておけば、
次々レンズ装置を交換していけば追加でチェックを増やすことができる。したがって、複
数のレンズ装置を所有するユーザは撮像装置３０１のレンズ装置を交換していくだけで効
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率的に所有するレンズ装置の光学特性補正データを撮像装置３０１に登録することができ
る。
【００５２】
　また、制御部４０１は、領域６０２に表示されている各レンズ装置のチェックボックス
について、操作部４０５のマウス等を介したユーザの追加選択を受け付けて、その選択指
示に応じてチェックを追加する（Ｓ７０９）。この場合、ユーザが所望のレンズを領域６
０２のレンズ名称一覧から選択する。例えば、撮像装置３０１に装着されているレンズ装
置と異なる名称（機種）のレンズ装置の名称をレンズ名称一覧から選択する。
【００５３】
　一般的に一つのレンズ交換式の撮像装置において装着可能なレンズは一般的に数十本あ
り、多いものでは百本を超えるものも存在する。この中からユーザは所望のレンズを探さ
なければならず、全レンズの一覧から選択するのは非常に困難である。この為に領域６０
１には、例えば「超広角・広角」「標準・中望遠」「望遠」「マクロ」「ズーム」「ＡＰ
Ｓ－Ｃセンサ専用レンズ」等の分類ごとの選択釦が配置される。制御部４０１は、領域６
０１に配置された選択釦を介したユーザの操作指示に応じて、領域６０２に選択された分
類のレンズ装置のみを表示する。これにより、ユーザは、レンズ名称一覧から選択する際
に、所望のレンズを効率的に探すことができる。
【００５４】
　また、制御部４０１は、釦６０４を介したユーザの指示を受け付けると、領域６０２に
チェックがついたレンズ装置のみを表示する。これにより、ユーザは登録されるレンズ装
置の一覧が一目で確認できるようになる。また領域６０３には、撮像装置３０１の最大登
録本数と、撮像装置３０１に現在登録されているレンズの本数が記されており、あと何本
登録できるか明示している。
【００５５】
　また、Ｓ７０９において、レンズ装置にチェックを入れる時に、チェックをつけたレン
ズ装置に関する補正機能に制限が掛かる場合、制御部４０１は、チェックがついた時に警
告表示を表示部４０４に行うようにしても良い。すわなち、Ｓ７０９では、チェックをつ
けた登録すべきレンズ情報に含まれる補正情報が、補正機能に制限が掛かる等の予めメモ
リに設定された警告条件を満たす場合に、警告表示が行われる。
【００５６】
　警告表示をした方が良い警告条件として、一つにチェックをつけられたレンズ装置が距
離情報を持っていないレンズ装置の場合がある。一般的に焦点距離情報や、絞り値は、撮
像装置との通信によって殆どのレンズ装置が撮像装置に情報を送信している。しかしなが
ら、光学系の変動を受けにくい距離情報については、撮像装置にその情報を通信しないレ
ンズ装置が多く存在する。このようなレンズ装置の場合、他の距離情報を通信するレンズ
装置に比べて補正が適切に掛からない可能性が高い。距離情報を通信するレンズ装置か否
かはレンズ名称等からでは全く判断できない。したがって、チェックをつけた時にその旨
をユーザに警告することにより、ユーザは、補正が適切に掛からないリスクを認識した上
で、撮像装置における補正機能を使用することができる。
【００５７】
　さらに、警告表示をした方が良い場合の一例として、補正ができない光学特性をもつレ
ンズ装置であった場合にその旨を警告表示する場合がある。例えば、魚眼レンズのような
レンズ装置では、歪曲補正しようとすると、とても大きな補正をかけなければならない。
したがって、このようなレンズ装置は、システムの負荷上、補正をかけることが困難であ
り、撮像装置３０１で補正に対応していない場合がある。一方で周辺光量補正や倍率収差
補正などは他のレンズ装置と同様に補正できる。このようなレンズ装置が存在する場合に
は、このレンズ装置にチェックをいれた時に歪曲補正はできない旨を表示部４０４に警告
表示することでユーザに通知してもよい。
【００５８】
　上述した距離情報を持つレンズ装置か否かの情報や、歪曲補正ができないレンズ装置か
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否かの情報は、図８に例示した光学特性補正テーブルのヘッダ情報８０５に記録しておけ
ば良い。制御部４０１は、チェックがついた時に、光学補正データ４０３ｂを参照するこ
とで上述した警告表示の有無を判定して、必要な場合に表示部４０４への警告表示を行う
ことができる。
【００５９】
　一通り選択し終わったらユーザはＯＫ釦６０５をクリックするので、制御部４０１は、
ユーザによるデータの登録指示の有無を、ＯＫ釦６０５の操作の有無を判定して行う（Ｓ
７１０）。データの登録指示がある場合、制御部４０１は、チェックされたレンズ装置の
光学特性補正データとそのレンズ装置の識別情報を含む登録情報を接続された撮像装置３
０１に送信する（Ｓ７１１、Ｓ４０４）。
【００６０】
　そして、撮像装置３０１において、中央制御部３４は、登録装置３０２から送信された
登録情報に基づいて光学特性補正データの内蔵メモリ３４ｂへの記録が完了（記憶内容の
更新）が終了すると、登録完了通知を登録装置３０２へ送信する（Ｓ４０５）。登録装置
３０２では、登録完了通知を受信した場合に上述した制御部４０１の処理が完了する（Ｓ
７１２）。この一連の処理により、ユーザは効率的に所望のレンズ装置の光学特性補正デ
ータを所有する撮像装置３０１に登録することができる。
【００６１】
［第２実施形態］
　本発明の第２実施形態として、光学特性補正データの記録構造を撮像装置３０１の中央
制御部３４に記録する構造と登録装置３０２内の記憶部４０３に記録する構造を変えた形
態について説明する。なお、第２実施形態における撮像装置３０１と登録装置３０２は、
第１実施形態と共通であるため、説明は省略する。
【００６２】
　第１実施形態においては、図８で示したように、光学特性補正データの記録構造は撮像
装置３０１と登録装置３０２において共通のものとして説明をした。しかし、共通の記録
構造である場合は次のような問題が発生する。光学特性補正テーブルをレンズＩＤで管理
している場合、ユーザは図８の領域６０２に示すように、レンズ装置の名称から判断して
登録を行う。レンズＩＤと名称が完全に１対１で対応していれば良いが、現実には一つの
名称のレンズで光学系が同一なものでも複数のレンズＩＤが割り当てられていることがあ
る。
【００６３】
　これは、例えばレンズの生産途中でレンズ装置内のファームを変更し、同一名称のレン
ズ装置であっても古いファームの個体と新しいファームの個体を分別する必要がある場合
であり、別のレンズＩＤが割り振られているような事態の時に発生している。このような
レンズ装置は、名称も光学系も同一なのに、レンズＩＤが複数存在するということになる
。このようなレンズ装置に対しては、第１実施形態に示すように撮像装置３０１側と登録
装置３０２側で共通の構造をもっていたとすると、ユーザは当然どの名称のレンズ装置が
レンズＩＤを重複してもってるか分からない。したがって、あるレンズ装置を選択すると
領域６０３に示す登録レンズ本数が一気に複数本増えるというユーザには理解し難い問題
が発生する。また、最大登録本数が決まっていても実際に最大本数分登録できないという
ことになってしまう。
【００６４】
　第２実施形態では、この問題を解決する方法を図１０、１１、１２を参照して説明する
。
図１０は、第２実施形態に係る撮像装置３０１における中央制御部３４の記録内容の構成
例を示す概念図である。前述した図４との差異は、領域９０１とレンズデータ領域９０２
の間に補正データ参照テーブル９０４を追加したことにある。
【００６５】
　図１１に示すように、補正データ参照テーブル９０４は、大きく分けて２つの領域から
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成り立つ。一つはレンズＩＤが記録されている領域１００１～１００３である。もう一つ
は、領域１００１～１００３のそれぞれのレンズＩＤに対応するオフセットData１～３が
記録されている領域１００４～１００６である。オフセットDataは、対応するレンズＩＤ
の光学特性補正データが記録されているアドレスまでのオフセット量の値、すなわち、識
別情報による補正情報の参照先情報を意味している。従って、補正データ参照テーブル９
０４は、オフセットDataを適宜設定することで、複数の識別情報で同一の補正情報を参照
することが可能となる。このレンズＩＤとオフセットDataの組み合わせの数は最大登録レ
ンズ本数よりも多めに設定しておく。
【００６６】
　この記録方法を用いた場合において、登録装置３０２から撮像装置３０１に光学特性補
正データを登録する際の登録装置３０２の動作フローについて、図１２を参照して説明す
る。先ず、第１実施形態と同様の方法でユーザが撮像装置３０１に書きこみたい光学特性
補正データを確定した場合は、図６に例示したＯＫ釦６０５が操作されることとなる。し
たがって、図１２に示すように、制御部４０１は、ＯＫ釦６０５のクリックを検出するこ
とで、第２実施形態に係る処理を開始する（Ｓ１１０１）。
【００６７】
　処理が開始されると、制御部４０１は、光学特性補正データを撮像装置３０１に送信す
る前に次ような処理を内部的に行う。まず、制御部４０１は、チェックがつけられている
レンズ名称をすべて取得する（Ｓ１１０２）。Ｓ１１０２において、チェックがつけられ
たレンズがない場合、制御部４０１は光学特性補正データが空のテーブルを撮像装置３０
１に送信する（図４のＳ４０４に相当）。
【００６８】
　Ｓ１１０２において、チェックがつけられているレンズ装置がある場合、制御部４０１
は、光学補正データ４０３ｂを参照してチェックがつけれているレンズ装置に関する光学
特性補正データを一つずつシークする。具体的には、制御部４０１は、先ず一つ目のチェ
ックされたレンズ装置が複数のレンズＩＤを持っているか否かを判定する（Ｓ１１０３）
。すなわち、Ｓ１１０３では、登録すべきレンズ装置と同一名称であり、異なるレンズＩ
Ｄで参照される光学特性補正データの有無が判定される。
【００６９】
　そこで複数のレンズＩＤを持っていなかった場合、制御部４０１は、図１１に例示した
領域の一つ目（領域１００１）にそのレンズＩＤを記録する。また、制御部４０１は、そ
の光学特性補正データが入っている場所までのオフセット値を一つ目の領域に対応する領
域（領域１００４）に記録する（Ｓ１１０５）。
【００７０】
　一方、複数のレンズＩＤを持っていた場合について説明する。今回は一つのレンズ名称
で２つのレンズＩＤを持っていた場合を想定する。この時、制御部４０１は、図１１の領
域の一つ目（領域１００１）に２つのうちの１つのレンズＩＤを記録し、光学特性補正デ
ータが入っている場所までのオフセット値を一つ目の領域に対応する領域（領域１００４
）に記録する。さらに、制御部４０１は、もう一方のレンズＩＤを領域１００２に記入し
、光学特性補正データが入っている場所までのオフセット値であり、領域１００４と同じ
値を領域１００５に記録する（Ｓ１１０４）。すなわち、Ｓ１１０４では、異なるレンズ
ＩＤで同一の光学特性補正データを参照するための参照先情報が記録される。
よって、名称（機種）が同一で識別情報が異なるものについては、１つの登録情報のみ補
正情報を含めて記録される。また、他の登録情報については、１つの登録情報を参照する
ための参照先情報を補正情報に代えて含めた登録情報が記録される。
【００７１】
　上述した処理により、レンズＩＤは異なっていても同じ光学系であり、レンズＩＤの違
いが古いファームの個体と新しいファームの個体を単に分別している場合は、光学特性補
正データを共有できる。このように、光学特性補正データに補正データ参照テーブル９０
４を追加することにより、重複するレンズＩＤに関する補正情報を重複して持つ必要がな
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くなる。さらに、ファームの違いによりレンズＩＤが重複しても補正情報が重複しなくな
るため、実際に最大本数分登録できなくなることがなく、前述した最大登録本数に関する
問題をユーザは特に気にしなくて良くなる。
【００７２】
　制御部４０１は、上述した動作を登録すべきレンズ装置のすべてに繰り返し行う（Ｓ１
１０６）。Ｓ１１０６の後、制御部４０１は、図１０を参照して説明したデータ構造で、
登録すべき光学特性補正データを記録して撮像装置３０１に送信する（具体的にはＳ４０
４と同様であり、送信する光学特性補正データのみが異なる）。この時に、制御部４０１
は、Ｓ４０１、Ｓ４０２により撮像装置３０１から取得した登録済みの光学特性補正デー
タを参照し、登録すべき光学特性補正データと重複するか否かをチェックする。このチェ
ックおいて重複する場合、制御部４０１は、その重複する光学特性補正データを異なるレ
ンズＩＤで参照するための参照先情報のみを撮像装置３０１に送信してもよい。すなわち
、撮像装置３０１において既に登録済みである光学特性補正データについては、参照先情
報のみを送信してもよい。こうすることで、撮像装置３０１において既に登録済みである
光学特性補正データについても異なるレンズＩＤで参照することが可能となる。なお、上
述した処理以外については、第１実施形態と共通なので説明は割愛する。
【００７３】
　なお、上述した実施の形態における記述は、一例を示すものであり、これに限定するも
のではない。上述した実施の形態における構成及び動作に関しては、適宜変更が可能であ
る。
【００７４】
（他の実施形態）
　上述の実施形態は、システム或は装置のコンピュータ（或いはＣＰＵ、ＭＰＵ等）によ
りソフトウェア的に実現することも可能である。従って、上述の実施形態をコンピュータ
で実現するために、該コンピュータに供給されるコンピュータプログラム自体も本発明を
実現するものである。つまり、上述の実施形態の機能を実現するためのコンピュータプロ
グラム自体も本発明の一つである。
【００７５】
　なお、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで読
み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、オブジェクトコード、イ
ンタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等で構成する
ことができるが、これらに限るものではない。上述の実施形態を実現するためのコンピュ
ータプログラムは、記憶媒体又は有線／無線通信によりコンピュータに供給される。プロ
グラムを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、ハードディ
スク、磁気テープ等の磁気記憶媒体、ＭＯ、ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記憶媒体、不揮
発性の半導体メモリなどがある。
【００７６】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも
可能である。つまり、上述の実施形態を実現するためのプログラムファイルをクライアン
トコンピュータに提供するサーバ装置も本発明の一つである。
【００７７】
　また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納した
記憶媒体を配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給し、ユー
ザの有するコンピュータへのインストールを許可してもよい。鍵情報は、例えばインター
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。また、上述の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュー
タ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。さらに、上述の実施形態を実
現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコンピュータに装着される拡張ボー
ド等のファームウェアで構成してもよいし、拡張ボード等が備えるＣＰＵで実行するよう
にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】撮像素子の配列を示す概念図である。
【図３】レンズ情報登録システムの概要を示す概念図である。
【図４】光学特性補正データを記録した記録媒体の記録内容の構成例を示す概念図である
。
【図５】登録装置の構成を示すブロック図である。
【図６】撮像装置と登録装置との動作を示したラダーチャートである。
【図７】ＵＩの画面例を示す概念図である。
【図８】ＵＩの画面例を示す概念図である。
【図９】登録装置での処理の流れを表したフローチャートである。
【図１０】第２実施形態に係る撮像装置における中央制御部の記録内容の構成例を示す概
念図である。
【図１１】補正データ参照テーブルの構成例を示す概念図である。
【図１２】第２実施形態に係る登録装置での処理の流れを表したフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(18) JP 5197214 B2 2013.5.15

【図１１】

【図１２】



(19) JP 5197214 B2 2013.5.15

10

フロントページの続き

(72)発明者  白井　邦宏
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

    審査官  高野　美帆子

(56)参考文献  特開２００８－１１６６６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０７８３４３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２５　　　
              Ｇ０２Ｂ　　　７／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

